
 

 

盛岡市大平飲料水供給施設の管理を行う指定管理者の指定期間の変更について 

 

１ 指定管理者の指定期間を変更する公の施設 

(1) 名 称  盛岡市大平飲料水供給施設 

(2) 位 置  盛岡市寺林字平森地内 

 

２ 指定管理者 

(1) 団体名称 大平水道利用組合 

(2) 代表者名 組合長         

(3) 所在地  盛岡市           

 

３ 指定期間 

(1) 変更前  平成31年４月１日から令和６年３月31日まで 

(2) 変更後  平成31年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

４ 指定期間を変更する理由 

  盛岡市大平飲料水供給施設は、個別井戸への切替後、令和７年３月31日をもって廃止する予定

であり、廃止までの期間における施設管理や水質保全を図り、利用者へ飲料水を継続的に供給す

る必要があることから、廃止までの期間については現在の指定管理者に管理運営を継続させるこ

とが管理運営上効率的であるため。 

 

５ 指定期間の変更までの経過 

  令和５年12月22日 指定期間の変更の議決 

      12月28日 指定管理者への通知・告示 


